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平
成
二
十
二
年
度
私
立
大
学
等
経
常
費
補

助
金
は
、
当
初
予
算
額
と
同
額
の
三
、
二
二

一
億
八
、
二
〇
〇
万
円
を
八
七
八
校
に
対
し

て
交
付
し
ま
し
た
。

　

こ
の
う
ち
、
一
般
補
助
は
二
、
一
一
九
億

六
、
八
〇
〇
万
円
、
特
別
補
助
は
一
、
一
〇

二
億
一
、
四
〇
〇
万
円
と
な
っ
て
い
ま
す
。

（
表
１
、
２
参
照
）

　

平
成
二
十
二
年
度
私
立
大
学
等
経
常
費
補

助
金
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
配
分
方
法
の

一
部
を
前
年
度
か
ら
変
更
し
ま
し
た
。

　

主
な
変
更
点
に
つ
い
て
は
、
二
十
二
年
七

月
号
で
お
知
ら
せ
し
ま
し
た
が
、
今
月
号
で

は
、
前
回
の
掲
載
以
降
に
決
定
し
た
内
容
を

中
心
に
、
二
十
三
年
度
以
降
の
変
更
点
も
含

め
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

一
般
補
助

１　

不
交
付
と
な
る
定
員
超
過
率
の
取
り
扱
い

　

入
学
定
員
超
過
率
が
一
・
三
〇
倍
以
上
の

学
校
及
び
学
部
等
に
つ
い
て
は
、
補
助
金
不

交
付
が
原
則
で
す
が
、
二
十
三
年
度
よ
り
、

定
員
規
模
を
勘
案
し
た
取
り
扱
い
を
新
た
に

導
入
す
る
こ
と
と
し
、
収
容
定
員
八
、
〇
〇

〇
人
以
上
の
大
規
模
校
を
対
象
に
、
入
学
定

員
超
過
率
、
収
容
定
員
超
過
率
と
も
に
引
き

下
げ
る
こ
と
と
し
ま
す
。

　

こ
れ
に
よ
り
、
入
学
定
員
超
過
率
は
、
二

十
三
年
度
か
ら
現
行
の
一
・
三
〇
倍
を
一
・

二
〇
倍
に
引
き
下
げ
ま
す
。
た
だ
し
、
経
過

措
置
を
設
け
、
二
十
三
年
度
は
一
・
三
〇
倍
、

二
十
四
年
度
は
一
・
二
五
倍
と
し
ま
す
。

　

収
容
定
員
超
過
率
は
、
二
十
四
年
度
か
ら

現
行
の
一
・
五
〇
倍
を
一
・
四
〇
倍
に
引
き

下
げ
ま
す
。

　

収
容
定
員
超
過
率
の
取
り
扱
い
に
は
経
過

措
置
は
設
け
ま
せ
ん
。

　

な
お
、
私
立
大
学
等
経
常
費
補
助
金
取
扱

要
領
（
以
下
、
取
扱
要
領
）
の
「
定
員
の
充

足
状
況
に
よ
る
不
交
付
措
置
」
に
定
め
る
要

件
に
該
当
す
る
場
合
は
、
補
助
金
を
交
付
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

２ 　

不
交
付
と
な
る
収
容
定
員
充
足
率
の

取
り
扱
い

　

収
容
定
員
充
足
率
が
五
〇
％
以
下
の
学
部

等
に
つ
い
て
は
、
補
助
金
不
交
付
が
原
則
で

す
が
、
取
扱
要
領
の
「
定
員
の
充
足
状
況
に

よ
る
不
交
付
措
置
」
に
定
め
る
要
件
に
該
当

す
る
場
合
は
、
補
助
金
を
交
付
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　

こ
れ
に
定
員
規
模
を
勘
案
し
た
取
り
扱
い

を
導
入
し
、
二
十
二
年
度
か
ら
、
例
外
措
置

の
適
用
範
囲
を
収
容
定
員
が
大
学
一
、
〇
〇

〇
人
以
下
、
短
期
大
学
・
高
等
専
門
学
校
五

平
成
二
十
二
年
度　

私
立
大
学
等
経
常
費
補
助
金

　

最
終
交
付
状
況
と
配
分
方
法
の
主
な
変
更
点

〇
〇
人
以
下
の
学
校
の
み
に
限
定
し
ま
し
た
。

３　

定
員
超
過
に
よ
る
傾
斜
配
分
の
強
化

　

適
正
な
定
員
管
理
を
促
す
観
点
か
ら
、
収

容
定
員
に
対
す
る
在
籍
学
生
数
の
割
合
に
よ

る
増
減
率
の
う
ち
、
定
員
超
過
学
部
等
に
か

か
る
減
額
措
置
を
二
十
三
年
度
か
ら
二
十
五

年
度
ま
で
の
年
次
計
画
で
強
化
し
て
い
く
こ

と
と
し
、最
終
的
に
は
収
容
定
員
超
過
率
一
・

四
四
倍
か
ら
一
・
四
九
倍（
医
歯
学
部
は
一
・

二
〇
倍
か
ら
一
・
四
九
倍
）
で
最
大
五
〇
％

の
減
額
と
し
ま
す
。

　

収
容
定
員
八
、
〇
〇
〇
人
以
上
の
大
規
模

校
に
設
置
さ
れ
て
い
る
学
部
等
に
つ
い
て
は

一
・
三
七
倍
か
ら
一
・
三
九
倍
（
医
歯
学
部

は
一
・
二
〇
倍
か
ら
一
・
三
九
倍
）
で
最
大

五
〇
％
の
減
額
と
、
よ
り
減
額
を
強
化
す
る

措
置
を
講
じ
ま
す
。

４　

情
報
の
公
表
に
よ
る
傾
斜
配
分
の
強
化

　

学
校
教
育
法
施
行
規
則
の
改
正
を
踏
ま

え
、
教
育
情
報
の
積
極
的
な
情
報
の
公
表
促

進
を
図
る
た
め
、
二
十
二
年
度
か
ら
、
次
の

①
、
②
の
新
た
な
要
件
に
よ
る
傾
斜
配
分
を

行
い
ま
し
た
。

①
教
育
研
究
上
の
基
礎
的
な
情
報

　
　

マ
イ
ナ
ス
二
％
又
は
〇
％

②
修
学
上
の
情
報
等

　
　

マ
イ
ナ
ス
一
％
か
ら
プ
ラ
ス
一
％

　

い
ず
れ
の
情
報
も
二
十
二
年
十
二
月
末
日

ま
で
に
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
広
く
周
知
が
で

き
る
方
法
に
よ
っ
て
公
表
し
た
場
合
を
対
象

と
し
ま
し
た
。

　

な
お
、
財
務
情
報
の
公
表
に
か
か
る
取
り

扱
い
は
、
前
年
度
と
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
。

５　

財
政
状
況
に
よ
る
傾
斜
配
分
の
強
化

　

多
額
な
翌
年
度
繰
越
消
費
収
入
超
過
額
を

計
上
し
て
い
る
学
校
法
人
に
対
し
、
二
十
二

年
度
と
二
十
三
年
度
の
二
か
年
に
わ
た
り
、

段
階
的
に
傾
斜
配
分
を
強
化
し
ま
し
た
。

６　

高
額
給
与
支
給
者
に
対
す
る
減
額
強
化

　

私
立
大
学
等
を
取
り
巻
く
厳
し
い
経
営
環

境
を
踏
ま
え
、
高
額
な
役
員
報
酬
・
専
任
教

職
員
給
与
費
を
支
給
し
て
い
る
学
校
法
人
に

対
す
る
補
助
金
の
減
額
を
強
化
し
ま
し
た
。

　

役
員
（
特
別
招
へ
い
役
員
を
除
く
）
の
う

ち
減
額
の
対
象
と
な
る
者
の
年
間
支
給
額

を
、「
二
、
〇
〇
〇
万
円
」
か
ら
「
一
、
八

〇
〇
万
円
」
に
引
き
下
げ
ま
し
た
。

収入超過額（億円）
改正後（％）

H22 H23
150以上 △   100 △    100

100～150未満 △    30 △ 50～90
 50～100未満 △    20 △ 25～45
 30～ 50未満 △  . 12.5 △ 15～20
 20～ 30未満 △    10 △     10
 15～ 20未満 △   .7.5 △    .7.5
  8～ 15未満 △     5 △      5
  3～  8未満 △   .2.5 △    .2.5
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ま
た
、
減
額
方
法
を
一
部
変
更
し
、
減
額

の
対
象
と
な
る
年
間
給
与
費
を
超
過
し
て
い

る
金
額
の
合
計
が
五
〇
〇
万
円
以
上
と
な
る

大
学
等
に
つ
い
て
は
、
年
間
給
与
費
の
支
給

状
況
に
応
じ
、
原
則
と
し
て
増
減
率
に
よ
る

減
額
補
正
と
す
る
仕
組
み
と
し
ま
し
た
（
私

立
大
学
等
経
常
費
補
助
金
配
分
基
準
別
表
７

参
照
）。

　

一
方
、
五
〇
〇
万
円
未
満
の
大
学
等
に
つ

い
て
は
、
前
年
度
ま
で
と
同
様
、
額
に
よ
る

減
額
補
正
を
行
い
ま
し
た
。

特
別
補
助

１　

申
請
ゾ
ー
ン
の
見
直
し

　
「
専
門
職
大
学
院
等
支
援
（
特
定
大
学
院

支
援
経
費
を
名
称
変
更
）」
と
「
法
科
大
学

院
支
援
（
法
科
大
学
院
支
援
経
費
を
名
称
変

更
）」
の
二
項
目
に
つ
い
て
、
制
度
の
導
入

か
ら
、
相
当
程
度
の
期
間
が
経
過
し
た
こ
と

か
ら
、申
請
ゾ
ー
ン
の
中
に
予
算
措
置
さ
れ
、

補
助
金
額
の
算
定
を
行
う
こ
と
と
な
り
ま
し

た
。２　

新
規
・
内
容
変
更
・
拡
充

・
大
学
間
連
携
等
の
推
進
【
新
規
】

　

大
学
教
育
の
充
実
の
た
め
当
該
大
学
等
の

委
員
会
等
又
は
学
長
の
決
定
に
よ
り
、
当
該

年
度
五
月
一
日
現
在
に
お
い
て
、
二
組
織
以

上
で
教
育
研
究
に
か
か
る
協
定
の
締
結
等
を

行
い
、
連
携
を
推
進
し
て
い
る
大
学
等
を
対

象
と
し
ま
す
。

　

算
定
方
法
は
、
教
員
・
学
生
数
に
単
価
一

千
円
を
乗
じ
た
額
に
、
取
り
組
み
の
実
施
件

数
一
件
あ
た
り
二
五
〇
千
円
を
乗
じ
て
得
た

額
を
増
額
し
ま
す
。

・
大
学
院
教
育
の
実
質
化
の
推
進

　
【
内
容
変
更
】

　

研
究
科
（
専
攻
）
に
お
い
て
、
人
材
養
成

等
の
目
的
・
目
標
を
定
め
、
大
学
院
教
育
の

実
質
化
に
取
り
組
む
大
学
を
対
象
と
し
ま

す
。

　

算
定
方
法
は
、
①
研
究
科
ご
と
の
対
象
教

員
・
学
生
数
に
単
価
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、

教
育
研
究
活
動
状
況
及
び
女
性
研
究
者
の
在

籍
状
況
を
も
と
に
算
出
し
た
調
整
率
を
乗
じ

て
得
た
額
（
単
価
は
教
員
、
学
生
で
そ
れ
ぞ

れ
設
定
）
と
、
②
大
学
院
教
育
の
質
向
上
に

か
か
る
取
り
組
み
の
実
施
件
数
に
三
〇
〇
千

円
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額
を
増
額
し
ま

す
。・

地
域
社
会
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
人
材
養

成
支
援
の
う
ち
、「
医
学
部
定
員
増
に

伴
う
教
育
環
境
整
備
」【
拡
充
】

　

地
域
の
医
療
人
材
需
要
に
対
応
す
る
た

め
、
二
十
二
年
度
に
医
学
部
の
入
学
定
員
増

を
行
い
、
地
域
医
療
に
関
す
る
取
り
組
み
を

行
っ
て
い
る
大
学
を
対
象
と
し
ま
す
。

　

算
定
方
法
は
、
二
十
二
年
度
の
医
学
部
の

入
学
定
員
増
数
に
一
人
当
た
り
八
〇
〇
千
円

を
乗
じ
た
額
に
、
地
域
医
療
に
関
す
る
取
り

組
み
の
実
施
件
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
増
額

し
ま
す
。

・
世
界
を
舞
台
に
活
躍
す
る
人
材
養
成
支

援
の
う
ち
、「
大
学
等
の
国
際
化
に
向

け
た
取
組
み
」【
拡
充
】

　

留
学
生
受
け
入
れ
を
促
進
す
る
た
め
、「
大

学
等
の
国
際
化
に
向
け
た
取
組
み
」
に
、
①

帰
国
留
学
生
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
、
②
経
済
的

に
修
学
困
難
な
留
学
生
に
対
す
る
授
業
料
減

免
の
実
施
の
二
項
目
を
対
象
に
加
え
ま
し
た
。

　

算
定
方
法
は
次
の
と
お
り
で
す
。

①
帰
国
留
学
生
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ

　

 　

取
り
組
み
の
実
施
件
数
に
五
〇
〇
千
円

を
乗
じ
て
得
た
額
を
増
額
し
ま
す
。

② 

経
済
的
に
修
学
困
難
な
留
学
生
に
対
す
る

授
業
料
減
免
の
実
施

　

 　

授
業
料
減
免
対
象
者
数
に
単
価
を
乗
じ

た
額
に
各
大
学
等
の
授
業
料
減
免
率
を
乗

じ
て
得
た
額
を
増
額
し
ま
す
。

・
Ｉ
Ｃ
Ｔ
活
用
教
育
研
究
支
援
の
う
ち
、「
情

報
通
信
設
備
の
基
盤
整
備
及
び
維
持
」

　
【
算
定
方
法
変
更
】

　

補
助
金
の
算
定
に
用
い
る
単
価
の
一
部

を
、
次
の
と
お
り
一
部
引
き
上
げ
ま
し
た
。

＊
Ｐ
Ｃ
・
端
末
機　

三
六
〇
千
円
↓
四
五
〇

千
円

＊
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア　

三
四
〇
千
円
↓
四
三
〇

千
円

　

ま
た
、
算
定
根
拠
を
明
確
化
す
る
た
め
、

電
子
計
算
機
器
（
サ
ー
バ
・
ホ
ス
ト
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
、
Ｐ
Ｃ
・
端
末
機
）
の
補
助
要
件

に
、
①
資
産
計
上
し
て
い
る
こ
と
、
②
原
則

と
し
て
各
学
校
等
の
定
め
る
減
価
償
却
期
間

内
の
機
器
で
あ
る
こ
と
、
の
二
つ
の
要
件
を

追
加
し
ま
し
た
。

・
授
業
料
減
免
事
業
等
支
援
経
費【
拡
充
】

　

経
済
的
に
修
学
困
難
な
学
生
（
留
学
生
は

除
く
）
に
対
す
る
授
業
料
減
免
事
業
等
の
う

ち
、「
入
学
料
及
び
授
業
料
減
免
等
を
含
む

給
付
事
業
」
へ
の
補
助
に
つ
い
て
新
た
に
家

計
基
準
を
導
入
し
ま
し
た
。

　

こ
れ
ま
で
の
基
準
に
加
え
、
次
の
ⅰ
、
ⅱ

い
ず
れ
か
の
家
計
基
準
に
該
当
す
る
学
生
に

対
す
る
「
給
付
事
業
」
を
対
象
と
し
ま
す
。

ⅰ　

給
与
所
得
者　
　
　

八
四
一
万
円
以
下

ⅱ　

給
与
所
得
者
以
外　

三
五
五
万
円
以
下

　

算
定
方
法
は
、
入
学
料
及
び
授
業
料
減
免

等
を
含
む
給
付
事
業
及
び
金
融
機
関
の
教
育

ロ
ー
ン
の
利
子
負
担
事
業
に
か
か
る
所
要
経

費
の
二
分
の
一
以
内
の
額
を
増
額
し
ま
す
。

・
未
来
経
営
戦
略
推
進
経
費
の
う
ち
、「
経

営
改
善
計
画
の
策
定
に
向
け
た
取
組
み

支
援
」【
拡
充
】

　

大
学
等
が
抱
え
る
現
下
の
経
営
上
の
課
題

の
抜
本
的
な
解
決
に
向
け
て
、
当
該
年
度
内

に
シ
ン
ク
タ
ン
ク
、
民
間
企
業
、
公
認
会
計

士
等
の
経
営
に
関
す
る
専
門
知
識
を
持
つ
外

部
組
織
等
の
協
力
を
得
て
経
営
改
善
計
画
等

を
策
定
す
る
大
学
等
で
、
当
該
年
度
の
収
容

定
員
が
一
、
〇
〇
〇
名
以
下
の
大
学
等
を
対

象
と
し
ま
す
。

　

な
お
、「
定
員
割
れ
改
善
促
進
特
別
支
援

経
費
」
又
は
「
未
来
経
営
戦
略
推
進
経
費
」

に
採
択
さ
れ
た
大
学
等
は
、
こ
の
項
目
の
対

象
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
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算
定
方
法
は
、
大
学
等
一
校
当
た
り
二
、

〇
〇
〇
千
円
を
増
額
し
ま
す
。

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
確
保

　

私
学
事
業
団
で
は
、
認
証
シ
ス
テ
ム
及

び
暗
号
化
シ
ス
テ
ム
を
導
入
し
、
現
段
階

に
お
け
る
最
大
限
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策

を
講
じ
て
い
ま
す
。不
正
ア
ク
セ
ス
や「
な

り
す
ま
し
」
に
よ
っ
て
、
情
報
の
流
出
や

改
ざ
ん
が
起
こ
ら
な
い
よ
う
、
ま
た
、
通

信
中
の
デ
ー
タ
を
見
ら
れ
て
も
内
容
が
わ

か
ら
な
い
よ
う
に
、
充
分
配
慮
し
た
シ
ス

テ
ム
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

証
明
書
の
取
り
扱
い

　
「
基
礎
調
査
票
ｅ-

マ
ネ
ー
ジ
ャ
」
等
の

シ
ス
テ
ム
に
ア
ク
セ
ス
す
る
に
は
、
電
子

証
明
書
と
パ
ス
ワ
ー
ド
（
以
下
「
証
明
書

等
」
と
い
い
ま
す
）
が
必
要
で
す
。

　

証
明
書
等
を
利
用
し
た
シ
ス
テ
ム
は
、

学
校
法
人
が
自
法
人
の
デ
ー
タ
領
域
に
確

実
に
ア
ク
セ
ス
で
き
、
ま
た
、
第
三
者
か

ら
は
決
し
て
ア
ク
セ
ス
で
き
な
い
よ
う
に

構
築
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

証
明
書
等
に
関
し
て
は
、
次
の
こ
と
に

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

① 

証
明
書
は
、
学
校
法
人
基
礎
調
査
等
の

業
務
を
担
当
さ
れ
て
い
る
責
任
者
、
あ

る
い
は
責
任
者
の
許
可
し
た
担
当
者
の

端
末
に
イ
ン
ポ
ー
ト
す
る
こ
と
と
し
て

く
だ
さ
い
（
責
任
者
が
把
握
を
し
て
い

な
い
端
末
に
イ
ン
ポ
ー
ト
す
る
と
、
情

報
の
流
出
や
改
ざ
ん
に
つ
な
が
る
可
能

性
が
あ
り
ま
す
）。

② 

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
を
維
持
す
る
た
め
に
、

証
明
書
等
に
つ
い
て
は
、
適
切
な
保
管

及
び
管
理
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

平
成
二
十
三
年
度
証
明
書
等
発
送

　

電
子
証
明
書
は
、
学
校
法
人
基
礎
調
査

の
書
類
に
同
封
し
、
学
校
法
人
へ
送
付
し

ま
す
。
ま
た
、
パ
ス
ワ
ー
ド
に
つ
き
ま
し

て
は
、
電
子
証
明
書
と
は
別
送
し
ま
す
。

　

今
回
、
左
記
の
三
種
類
の
電
子
証
明
書

を
送
付
し
ま
す
。

　

■
親
認
証

　

■
私
学
デ
ー
タ
作
成
シ
ス
テ
ム
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
子
認
証
〕

　

■
学
校
法
人
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト

　
　
　
　
　
　
　

閲
覧
用
〔
子
認
証
〕

　
「
学
校
法
人
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
」
で
は
、

「
私
学
デ
ー
タ
作
成
シ
ス
テ
ム
」
や
「
基

礎
調
査
票
ｅ-

マ
ネ
ー
ジ
ャ
」
等
、
学
校

法
人
が
利
用
可
能
な
情
報
シ
ス
テ
ム
の
入

口
の
他
に
、
連
絡
掲
示
板
機
能
や
マ
ニ
ュ

ア
ル
等
も
掲
載
し
て
お
り
ま
す
。
ぜ
ひ
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

　

な
お
「
基
礎
調
査
票
ｅ-

マ
ネ
ー
ジ
ャ
」

用
の
子
認
証
は
送
付
い
た
し
ま
せ
ん
。
取

得
す
る
場
合
は
、
親
認
証
を
イ
ン
ポ
ー
ト

し
た
パ
ソ
コ
ン
か
ら
「
基
礎
調
査
票
ｅ-

マ
ネ
ー
ジ
ャ
」
に
ロ
グ
イ
ン
後
、
子
認
証

を
発
行
し
て
く
だ
さ
い
。

表２　平成22年度　私立大学等経常費補助金特別補助交付状況

項　　目　　名 予算額
実績

対象 交付額
千円 校 千円

Ⅰ　各大学等の特色を活かせるきめ細かな支援※ 104,814,000 871 104,814,006
Ａゾーン【地域社会のニーズに応える教育の推進】 590 27,934,201
Ｂゾーン【個性豊かで多様な教育の推進】 131 12,601,506
Ｃゾーン【教育研究活動の高度化・拠点の形成】 150 64,278,299

Ⅱ　学生の経済的負担軽減のための支援 4,000,000 4,000,494
授業料減免事業等学生支援経費 454 4,000,494

Ⅲ　自主的に経営改善に取り組む大学等への支援 1,400,000 1,399,500
未来経営戦略推進経費 115 1,399,500

特　別　補　助　計 110,214,000 872 110,214,000
※「Ⅰ各大学等の特色を活かせるきめ細かな支援」の集計値は、最も比重を置くゾーンごとの集計である。

問
い
合
わ
せ
先
（
私
学
振
興
事
業
本
部
）

助
成
部　

補
助
金
課

一
般
補
助

☎
〇
三（
三
二
三
〇
）七
三
〇
〇
〜
七
三
〇
二

　
　
　
　
　
　
　
　

七
三
〇
六
〜
七
三
〇
八

特
別
補
助

☎
〇
三（
三
二
三
〇
）七
三
〇
三
〜
七
三
〇
五

　
　
　
　
　
　
　
　

七
三
〇
九
〜
七
三
一
一

Ｅ
メ
ー
ル　

hojokin@
shigaku.go.jp

電
子
証
明
書
等
の
取
り
扱
い

表１　平成22年度　私立大学等経常費補助金交付状況

区　　　分

学　校　法　人　数 学　　　校　　　数 補　助　金　額

総数
（Ａ）

交付法人 総数
（C）

交付校
当初予算額 交付決定額法人数

（Ｂ）
（Ｂ）
（Ａ）

学校数
（D）

（D）
（C）

一
般
補
助

法人 法人 ％ 校 校 ％ 千円 千円
大　　　　学 546 513 94.0 597 549 92.0 －   193,871,478 
短 期 大 学 122 109 89.3 370 326 88.1 －   17,681,850 
高等専門学校 1 1 100.0 3 3 100.0 －   414,672 

計 669 623 93.1 970 878 90.5 211,968,000 211,968,000 
特
別
補
助

大　　　　学 546 512 93.8 597 545 91.3 －   103,050,414 
短 期 大 学 122 108 88.5 370 324 87.6 －   7,021,124 
高等専門学校 1 1 100.0 3 3 100.0 －   142,462 

計 669 621 92.8 970 872 89.9 110,214,000 110,214,000 
合　
　

計

大　　　　学 546 513 94.0 597 549 92.0 －   296,921,892 
短 期 大 学 122 109 89.3 370 326 88.1 －   24,702,974 
高等専門学校 1 1 100.0 3 3 100.0 －   557,134 

計 669 623 93.1 970 878 90.5 322,182,000 322,182,000 



第 1 6 0 号 平成 2 3 年 4 月 1 日

5

助
成
業
務

　

平
成
二
十
三
年
度
私
立
大
学
等
経
常
費
補

助
金
の
予
算
は
、
三
、
二
〇
九
億
二
、
二
〇

〇
万
円
を
計
上
し
て
い
ま
す
。

　

私
立
大
学
等
の
質
の
高
い
教
育
研
究
活
動

及
び
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
改
革
を
支
援
す
る
た

め
、
従
来
の
一
般
補
助
と
特
別
補
助
を
抜
本

的
に
組
み
替
え
る
と
と
も
に
、
授
業
料
減
免

を
充
実
し
て
い
ま
す
。

　

一
般
補
助
は
、
教
職
員
給
与
費
な
ど
大
学

等
の
運
営
に
不
可
欠
な
教
育
研
究
に
か
か
る

経
常
的
経
費
に
つ
い
て
引
き
続
き
支
援
す
る

と
と
も
に
、
従
来
の
特
別
補
助
の
対
象
と

な
っ
て
い
た
取
組
の
う
ち
、
共
通
的
な
取
組

と
し
て
一
般
化
し
た
活
動
に
つ
い
て
も
支
援

を
行
い
ま
す
。

　

ま
た
、
短
期
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
の

教
員
経
費
単
価
を
大
学
と
同
額
ま
で
引
き
上

げ
ま
す
。

　

特
別
補
助
は
、
新
成
長
戦
略
を
踏
ま
え
、

私
立
大
学
等
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
改
革
を
伴
っ

た
組
織
的
な
取
組
の
定
着
を
図
り
ま
す
。

　

私
立
大
学
の
大
学
等
が
経
済
的
に
修
学
困

難
な
学
生
を
対
象
に
実
施
し
て
い
る
授
業
料

減
免
等
へ
の
支
援
を
拡
充
す
る
こ
と
に
よ

り
、
学
部
等
学
生
の
減
免
対
象
者
の
割
合
が

現
在
の
約
一
・
四
％
か
ら
約
一
・
六
％
に
増

加
す
る
こ
と
を
目
指
し
ま
す
。
加
え
て
、
学

生
の
経
済
的
負
担
軽
減
の
た
め
の
多
様
な
支

援
策
・
体
制
を
講
じ
る
大
学
等
に
対
す
る
支

援
を
新
た
に
行
い
ま
す
。

（
文
部
科
学
省
高
等
教
育
局

　
　
　
　
　
　
　
　

私
学
部
私
学
助
成
課
）

平成23年度

私立大学等経常費補助金の予算

平成23年度私立大学等経常費補助金予算（案）内訳
（単位：百万円）

区　　　　分
23年度

予算額（案）
22年度
予算額

差　引
増減額

一 般 補 助 281,169 211,968 69,201

特 別 補 助 39,753 110,214 ▲ 70,461

合         計 320,922 322,182 ▲ 1,260

○概要
　私立大学等の質の高い教育研究活動及びマネジメント改革を支援するため、従来の一般補助と特別補助を抜本的に
組み替えるとともに、授業料減免を充実。

【一般補助】〈拡充〉
　教職員給与費など大学等の運営に不可欠な教育研究に係る経常的経費について引き続き支援するとともに、従来の
特別補助の対象となっていた取組のうち、共通的な取組として一般化した活動についても支援を行う。
　また、短期大学及び高等専門学校の教員経費単価を大学と同額まで引き上げる。
　　・一般補助のウェイト拡大H22：約66% → H23：約88% ※平成3年度以来20年ぶりの高い比率
　　・昭和56年度を超える過去最高額

【特別補助】〈新規〉
　新成長戦略を踏まえ、私立大学等のマネジメント改革を伴った組織的な取組の定着を図る。
　　・成長分野で雇用に結びつく人材の育成
　　・社会人学生の組織的な受入れへの支援
　　・大学等の国際交流の基盤整備への支援
　　・大学院等の持続可能性のある発展の基盤整備への支援
　　・未来経営戦略支援
　　・授業料減免や学生の経済的支援体制等の充実
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「
平
成
二
十
三
年
度
学
校
法
人
基
礎
調
査
」

を
大
学
、
短
期
大
学
、
高
等
専
門
学
校
、
高

等
学
校
、
中
等
教
育
学
校
、
中
学
校
、
小
学

校
を
設
置
す
る
学
校
法
人
を
対
象
と
し
て
実

施
し
ま
す
。
本
調
査
の
依
頼
と
関
連
の
資
料

等
を
四
月
初
旬
〜
中
旬
に
各
学
校
法
人
理
事

長
あ
て
に
お
送
り
し
ま
す
。

　

本
調
査
に
よ
り
得
ら
れ
た
情
報
は
、
ワ
ン

ソ
ー
ス
・
マ
ル
チ
ユ
ー
ス
環
境
に
お
い
て
、

私
学
事
業
団
が
行
う
経
営
相
談
、
融
資
、
補

助
金
交
付
等
の
各
種
業
務
資
料
、
ま
た
、
私

学
団
体
に
よ
る
分
析
等
の
資
料
、
文
部
科
学

省
に
よ
る
私
学
振
興
方
策
等
の
企
画
、
立
案

及
び
予
算
要
求
の
た
め
の
資
料
と
し
て
活
用

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

調
査
方
法
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用

し
た
「
基
礎
調
査
票
ｅ-

マ
ネ
ー
ジ
ャ
」（
以

下
「
ｅ-

マ
ネ
ー
ジ
ャ
」）
に
よ
り
実
施
し
ま

す
。

　

調
査
に
関
連
す
る
お
知
ら
せ
等
を
「
学
校

法
人
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
」（
本
事
業
団
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
助
成
業
務
画
面
右
上
よ
り
ロ
グ
イ

ン
）
に
随
時
掲
載
す
る
予
定
で
す
の
で
、
ご

覧
く
だ
さ
い
。

大
学
・
短
期
大
学
・

高
等
専
門
学
校
法
人
の
皆
様
へ

　

大
学
、
短
期
大
学
、
高
等
専
門
学
校
法
人

に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
す
で
に
納
付
金
調
査

に
ご
協
力
い
た
だ
き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。
引
き
続
き
学
校
法
人
基
礎
調
査
へ

の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
「
操
作
マ
ニ
ュ
ア
ル･

入
力
要
領
（
冊
子
）」

は
、「
ｅ-

マ
ネ
ー
ジ
ャ
専
用
連
絡
掲
示
板
」

あ
る
い
は
「
電
子
窓
口
」
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
で
き
ま
す
の
で
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

高
等
学
校
・
中
等
教
育
学
校
・

中
学
校
・
小
学
校
法
人
の
皆
様
へ

　

調
査
は
「
ｅ-

マ
ネ
ー
ジ
ャ
」
に
よ
り
実

施
し
ま
す
の
で
、
昨
年
度
ま
で
「
ｅ-

マ
ネ
ー

ジ
ャ
」
を
ご
利
用
で
き
な
か
っ
た
法
人
に
お

か
れ
ま
し
て
は
、
今
年
度
よ
り
ご
利
用
く
だ

さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

　

た
だ
し
、
シ
ス
テ
ム
環
境
等
に
よ
り
「
ｅ-

マ
ネ
ー
ジ
ャ
」を
ご
利
用
で
き
な
い
場
合
は
、

私
学
情
報
室
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

「
ｅ-

マ
ネ
ー
ジ
ャ
」
と
は

　
「
ｅ-

マ
ネ
ー
ジ
ャ
」
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
を
利
用
し
て
調
査
を
実
施
す
る
シ
ス
テ
ム

で
す
。
学
校
法
人
に
お
け
る
操
作
方
法
は
電

子
認
証
に
よ
り
「
ｅ-

マ
ネ
ー
ジ
ャ
」
に
ア

ク
セ
ス
し
、
各
調
査
項
目
に
デ
ー
タ
を
入
力

し
、
送
信
す
る
方
法
に
よ
り
ま
す
。

　
「
ｅ-

マ
ネ
ー
ジ
ャ
」
を
利
用
し
た
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
調
査
は
、
本
事
業
団
の
私

学
デ
ー
タ
バ
ン
ク
の
構
築
に
お
い
て
普
及
を

推
進
し
て
お
り
、
す
で
に
八
七
％
の
学
校
法

人
で
ご
利
用
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

♣
「
ｅ-

マ
ネ
ー
ジ
ャ
」
の
メ
リ
ッ
ト

　
「
ｅ-

マ
ネ
ー
ジ
ャ
」
を
ご
利
用
い
た
だ
く

と
、
次
の
よ
う
な
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。

① 

認
証
シ
ス
テ
ム
、
暗
号
化
シ
ス
テ
ム
を
導

入
し
て
い
る
た
め
、
情
報
の
セ
キ
ュ
リ

テ
ィ
を
保
つ
こ
と
が
可
能
に
な
り
ま
す
。

② 

同
時
に
複
数
の
部
署
で
作
業
す
る
こ
と
が

可
能
に
な
り
ま
す
。

③ 

「
ｅ-

マ
ネ
ー
ジ
ャ
」を
ご
利
用
い
た
だ
く

際
に
イ
ン
ポ
ー
ト
し
た
認
証
に
よ
り
、「
私

学
デ
ー
タ
作
成
シ
ス
テ
ム
」
及
び
「
今
日

の
私
学
財
政
閲
覧
シ
ス
テ
ム
」
も
ご
利
用

い
た
だ
け
ま
す
。

④ 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
提
出
の
た
め
、

提
出
期
限
間
際
ま
で
作
業
す
る
こ
と
が
可

能
に
な
り
ま
す
。

♣
そ
の
他

　

学
校
法
人
基
礎
調
査
の
提
出
方
法
に
は
、

「
ｅ-

マ
ネ
ー
ジ
ャ
」
の
他
に
従
前
の
提
出
方

法
で
あ
る
、「
電
子
媒
体
化
シ
ス
テ
ム
（
Ｃ

Ｄ-
Ｒ
Ｏ
Ｍ
に
よ
る
提
出
）」が
あ
り
ま
す
が
、

こ
の
シ
ス
テ
ム
は
、W

indow
s V
ista  

及

び W
indow

s 7 
に
は
対
応
し
て
お
り
ま
せ

ん
。
ま
た
、M

icrosoft A
ccess 2007 

が

イ
ン
ス
ト
ー
ル
さ
れ
て
い
る
パ
ソ
コ
ン
で

は
、
ご
利
用
で
き
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
な
制

限
が
あ
り
ま
す
の
で
、「
ｅ-

マ
ネ
ー
ジ
ャ
」

を
ご
利
用
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
昨
年
度
「
ｅ-

マ
ネ
ー
ジ
ャ
」
で

ご
提
出
い
た
だ
い
た
学
校
法
人
に
は
、
電
子

媒
体
化
シ
ス
テ
ム
用
の「
操
作
マ
ニ
ュ
ア
ル
」

及
び
「
入
力
要
領
」
は
郵
送
い
た
し
ま
せ
ん
。

ご
了
承
く
だ
さ
い
。

決
算
書
の
ご
提
出
を
お
願
い
し
ま
す

　

基
礎
調
査
票
の
ご
提
出
の
際
に
、
二
十
二

年
度
決
算
書
（
写
）
一
部
を
私
学
情
報
室
あ

て
に
併
せ
て
ご
提
出
く
だ
さ
る
よ
う
お
願
い

し
ま
す
。

　

ご
提
供
い
た
だ
い
た
決
算
書
は
、
基
礎
調

査
票
の
財
務
関
連
数
値
の
確
認
に
利
用
さ
せ

て
い
た
だ
く
ほ
か
、
統
計
分
析
資
料
作
成
に

お
け
る
貴
重
な
資
料
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

な
お
、
基
礎
調
査
同
様
、
調
査
目
的
以
外

に
使
用
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

送
付
先　

　

〒
一
〇
二
ー
八
一
四
五

　

東
京
都
千
代
田
区
富
士
見
一-

十-

十
二

　

日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

私
学
情
報
室

問
い
合
わ
せ
先
（
私
学
振
興
事
業
本
部
）

私
学
経
営
情
報
セ
ン
タ
ー　

私
学
情
報
室

☎
〇
三（
三
二
三
〇
）七
八
四
〇
・
七
八
四
一

Ｅ
メ
ー
ル　

k-chousa @
shigaku.go.jp

平
成
二
十
三
年
度

学
校
法
人
基
礎
調
査
の
ご
案
内
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（電話・メール等によるご質問への回答）
●会計処理等のご質問　☎03（3230）7846
●基礎調査票e-マネージャについてのご質問
　　　　　　　　　　　☎03（3230）7840

（私学情報資料室）　九段事務所１Ｆ　☎03（3230）7848
●各学校法人の規程集等が閲覧できます

（私学データ作成システム）　☎03（3230）7848
インターネットを利用して学園が直接、以下のデータや分析資
料を出力できるシステムを提供しています
●財務比率分析表　●財務シミュレーション　●活性化分析 等

（依頼に基づく資料提供）　☎03（3230）7848
「私学データ作成システム」で作成できない特別な加工が必要な
分析データについては、私学事業団へ「情報提供依頼書」を提
出していただいた上で、作成・提供いたします

（講師派遣）　☎03（3230）7854
●センターの職員を講師として派遣いたします
　 （依頼内容又は業務の繁忙期等により、対応できない場合があ
ります）
●講師派遣については交通費と講演料が必要です
　講演料の目安（１日）
　　２時間以内：３万円
　　２時間超　：５万円

（簡易相談）　原則資料提供のみ　☎03（3230）7844
必要に応じて、本事業団九段事務所において資料
の提供と説明を行います

（経営相談）　☎03（3230）7828･7831
● 学園を訪問し、経営改革のキーマンとなる役員・教職員の方々
にヒアリングしながら、解決策を探ります
● 学園の抱える経営上の問題点について現状分析、問題点の把
握、考えられる対応策を整理してアドバイスをいたします
●必要に応じて本事業団が委嘱した専門家
　（公認会計士、弁護士等）と共同で実施します
●経営困難な状態にある法人から優先的に実施します
● １回だけの実施ではなく、改革の進捗状況を継続的にモニタ
リングし、適時適切な助言等を行います

平成23年度　私学経営情報センターが行う

サービスのご案内
　「私学経営情報センター」では、学校法人が行う経営改善の取り組みへの支援及び情報
の収集・提供業務を行っております。同センターで提供している主なサービス内容と連絡
先は以下のとおりです。経営相談、財務分析、会計処理、講演のご依頼など幅広いサービ
スを行っておりますので、ご用向きの際はぜひご利用ください。

○経営上の問題への解決策の提案
　 「学生募集」「人件費削減」等の経営
上の問題について、学園の状況に
あった提案をしてほしい

○経営改善計画の作成支援
　 学校法人活性化・再生研究会最終報
告で提案されている、目標と期限を
明確にした経営改善方策を作成し、
経営改善に努めたいが、その作成を
支援してほしい

 「学校法人活性化・再生研究会最終報告」
http://www.shigaku.go.jp/s_center_saisei.pdf
16～18ページ、31ページ参照

「経営改善計画立案・実施のための参考資料」
http://www.shigaku.go.jp/s_kaizenkeikaku.htm

○会計処理のご質問
　会計処理の仕方を教えてほしい

○基礎調査等のご質問
　 基礎調査票e-マネージャの入力・操
作等について教えてほしい

○規程集等の閲覧
　 他の学校の規程集等の事例を参考に
したい

○財務分析とその解説
　・学園の財務分析をしてほしい
　・教職員の危機意識を喚起したい

○成功事例等の紹介
　 「学生募集対策」「人事考課」等につ
いて他校で実施している具体的な事
例を紹介してほしい

○研修会実施の支援
　 学園の役員、教員、職員を対象にし
た研修会の実施に協力してほしい

学校法人の要望例 私学経営情報センターで提供可能なサービス
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　私学事業団では、私立学校教育の振興を図るため、私立学校の施設整備に要する資金、その他経営に必要な資金の融資
を行っています。原資は、国の財政融資資金、私立学校教職員共済制度の年金運用資金等です。本事業団融資は、① 長
期資金（据置期間を含めて最大20年）、② 固定金利（償還完了まで契約時の金利を適用）、③ 元金均等償還（償還の進行
に応じて確実に元金が減少）を特長とします。
　今月号では、事業団融資の概要をご案内します。

事 業 団 融 資 の ご 案 内

　○　事業団融資のチェックポイント

　○　融資の担当窓口（私学振興事業本部・融資課）

1 資金計画 事業費の 20％以上の自己資金（負債の伴わないもの）が必要です。

2 融資上限額の算定

以下の 3つの査定額のうち、最も低い金額が上限額となります。
①事業査定…実施事業の規模から算出（事業費の 80％以内）
②資産査定…法人の正味資産から算出（前年度決算書を用います）
　　　　　　（総資産－総負債）× 30％－事業団借入金残高
③担保査定…担保物件の評価額から算出
　　　　　　担保物件の評価額×担保率（80％以内）

3 金利・償還 契約時の金利で固定です。元金均等償還です。
償還時期は【元金：年 1回（据置期間後）　利息：年 2回の後払い】です。

4 担保物件

物上担保（土地・建物）
①評価するのは土地のみとします。
②評価額については、路線価をベースとし、事業団が算出します。
③抵当権の順位は事業団を第 1順位とすることが条件となります。
④事業団借入金残高がある場合は、借入申込額を加味して再評価を行います。
⑤担保提供された建物の火災保険に質権を設定します。

5 連帯保証人 1名以上が必要です（原則、理事長は学校法人の代表として保証人となります）。

6 契約・資金交付時期 契約と資金交付は同月に行います。資金交付希望月の翌月までの事業費の支払状況に応じて交
付します（申込書をいただいてから審査等の期間として、最低 2～ 3か月を要します）。

7 理事会承認内容 以下について、融資申込の前に理事会にて承認が必要です。
①事業団からの借り入れ　②担保物件　③連帯保証人

8 主な申込必要書類

申込書（含償還計画）  　　建築確認済証（写）
平成 22年度決算書・平成 23年度予算書　 　　図面（平面図等）
学校要覧     　　公図
契約書（写）     　　登記簿謄本
提供担保物件一覧    　　連帯保証人明細書   等

お借入れからご返済まで、法人所在地域ごとに担当窓口を置いています。お気軽にご相談ください。

北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県・茨城県・
栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都 ☎ 03 (3230) 7862・7863

神奈川県・新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県・
岐阜県・静岡県・愛知県・三重県・滋賀県・京都府 ☎ 03 (3230) 7864・7865

大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・鳥取県・島根県・岡山県・
広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・
佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県

☎ 03 (3230) 7866・7867

FAX　 03 (3230) 8570（融資課共通）　　Eメール　yushi@shigaku.go.jp（融資課共通）
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二
十
二
年
度
の
特
定
健
康
診
査
の
実
施
に

つ
い
て
は
、
健
診
結
果
の
提
供
等
に
ご
協
力

い
た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

二
十
三
年
度
の
特
定
健
康
診
査
は
、
次
の

と
お
り
実
施
し
ま
す
の
で
引
き
続
き
ご
協
力

を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

１　

対
象
者

　

私
学
事
業
団
の
短
期
給
付
（
健
康
保
険
）

の
適
用
を
受
け
る
人
で
、
二
十
三
年
度
中
に

四
十
歳
か
ら
七
十
五
歳
に
な
る
人
。

＊ 

年
度
途
中
で
資
格
喪
失
や
被
扶
養
者
取
消

等
の
異
動
の
あ
る
人
や
厚
生
労
働
大
臣
が

定
め
る
特
定
健
康
診
査
除
外
者
は
対
象
と

な
り
ま
せ
ん
。

　

対
象
者
に
つ
い
て
は
、対
象
者
リ
ス
ト（
六

月
下
旬
に
特
定
健
康
診
査
の
ご
案
内
と
一
緒

に
送
付
し
ま
す
）
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

　

２　

実
施
方
法

　

六
月
下
旬
に
、
本
事
業
団
か
ら
特
定
健
康

診
査
の
実
施
要
領
等
を
記
載
し
た
ガ
イ
ド

ブ
ッ
ク
、
対
象
者
リ
ス
ト
、
被
扶
養
者
へ
の

ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
及
び
特
定
健
康
診
査
受
診
券

等
を
学
校
法
人
等
へ
送
付
し
ま
す
。
内
容
を

確
認
の
う
え
、
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

■
加
入
者
本
人
の
特
定
健
康
診
査

　

学
校
法
人
等
が
学
校
保
健
安
全
法
（
労
働

安
全
衛
生
法
）
に
基
づ
い
て
実
施
す
る
定
期

健
康
診
断
の
結
果
デ
ー
タ
を
活
用
す
る
こ
と

に
な
り
ま
す
の
で
、
特
定
健
康
診
査
の
検
査

項
目
の
受
診
も
れ
が
な
い
か
を
確
認
の
う

え
、
本
事
業
団
に
提
供
し
て
く
だ
さ
い
。

　

特
定
健
康
診
査
に
関
す
る
記
録
の
写
し

の
提
供
に
つ
い
て
は
、｢

高
齢
者
の
医
療

の
確
保
に
関
す
る
法
律｣

第
二
十
七
条
及

び
平
成
十
九
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
五
十

七
号
第
十
四
条
に
よ
り
事
業
主
（
学
校
法

人
等
）
に
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

（
１
）
提
出
形
態

①
Ｘ
Ｍ
Ｌ
形
式
の
電
子
デ
ー
タ
フ
ァ
イ
ル

　

国
の
標
準
的
な
デ
ー
タ
フ
ァ
イ
ル
仕
様
に

準
じ
た
も
の

②
Ｅ
Ｘ
Ｃ
Ｅ
Ｌ
フ
ァ
イ
ル
等
の
電
子
デ
ー
タ

　

私
学
共
済
事
業
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し

て
い
る
「
特
定
健
康
診
査
受
診
結
果
入
力
Ｅ

Ｘ
Ｃ
Ｅ
Ｌ
シ
ー
ト
チ
ェ
ッ
ク
機
能
」
の
入
力

フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
を
使
用
し
た
フ
ァ
イ
ル
や
①

に
準
じ
た
Ｃ
Ｓ
Ｖ
フ
ァ
イ
ル
等

③
紙
に
よ
る
デ
ー
タ

　

健
診
結
果
票
の
写
し
等
又
は
私
学
共
済
事

業
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
る
「
特
定

健
康
診
査
受
診
結
果
票
（
標
準
例
）」

平
成
二
十
三
年
度　

特
定
健
康
診
査
の
概
要

六
月
下
旬
に
ご
案
内
等
を
送
付
し
ま
す

注
意

＊ 

必
須
項
目
に
記
載
も
れ
の
な
い
よ
う
注
意

し
て
く
だ
さ
い
。

特
に
記
載
も
れ
の
多
い
項
目

　

加
入
者
番
号
、
氏
名
フ
リ
ガ
ナ
、
質
問

項
目
（
必
須
四
項
目
又
は
標
準
的
な
質
問

票
（
二
十
二
項
目
））、
腹
囲
、
Ｌ
Ｄ
Ｌ
コ

レ
ス
テ
ロ
ー
ル

＊ 

二
十
三
年
四
月
一
日
以
降
に
実
施
し
た
定

期
健
康
診
断
結
果
デ
ー
タ
を
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

＊ 

人
間
ド
ッ
ク
を
利
用
し
た
加
入
者
に
つ
い

て
も
、
ド
ッ
ク
健
診
結
果
票
を
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。
な
お
、
質
問
票
は
必
ず
添
付

し
て
く
だ
さ
い
。

＊ 

電
子
デ
ー
タ
で
提
出
す
る
際
、
学
校
法
人

等
の
独
自
の
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
は
処
理
で
き
な

い
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
で
き
る
だ
け

①
②
の
い
ず
れ
か
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

＊ 

健
診
機
関
に
定
期
健
康
診
断
を
委
託
す
る

場
合
は
、
Ｘ
Ｍ
Ｌ
形
式
の
健
診
結
果
デ
ー

タ
の
交
付
が
可
能
な
健
診
機
関
を
ご
利
用

く
だ
さ
る
よ
う
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

（
２
）
提
出
方
法

　

提
出
形
態
が
①
又
は
②
に
よ
る
場
合
は
、

Ｆ
Ｄ
又
は
Ｃ
Ｄ
―
Ｒ
等
の
磁
気
媒
体
に
保
存

し
、①
〜
③
の
い
ず
れ
の
形
態
で
あ
っ
て
も
、

書
留
、
簡
易
書
留
等
の
受
け
取
り
の
確
認
が

で
き
る
方
法
に
よ
り
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

注
意

＊ 

Ｆ
Ｄ
に
は
内
訳
を
記
入
し
た
ラ
ベ
ル
を
貼

付
し
、
Ｃ
Ｄ
―
Ｒ
に
は
直
接
内
訳
を
記
入

し
て
く
だ
さ
い
。

＊ 

提
出
の
際
は
、
本
事
業
団
か
ら
案
内
時
に

送
付
す
る
内
訳
報
告
書
に
、
学
校
名
・
学

校
記
号
番
号
・
提
出
媒
体
・
デ
ー
タ
形
式
・

デ
ー
タ
件
数
等
を
記
入
の
う
え
添
付
し
て

く
だ
さ
い
。

（
３
）
提
出
期
限

 　

平
成
二
十
三
年
九
月
三
十
日
（
金
）

　

十
月
以
降
に
定
期
健
康
診
断
を
実
施
す
る

学
校
法
人
等
は
二
十
四
年
一
月
三
十
一
日

（
火
）
ま
で
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
二
〜
三
月
に
定
期
健
康
診
断
を
実

施
す
る
学
校
法
人
等
は
二
十
四
年
五
月
三
十

一
日（
木
）
ま
で
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

注
意

＊ 

期
限
を
過
ぎ
る
と
保
健
指
導
に
要
す
る
期

間
を
確
保
で
き
な
く
な
る
場
合
が
あ
り
ま

す
の
で
、
健
診
終
了
後
速
や
か
に
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

■
被
扶
養
者
の
特
定
健
康
診
査

　

本
事
業
団
が
発
行
す
る
「
特
定
健
康
診
査

受
診
券
」
を
使
用
し
、
指
定
す
る
実
施
機
関

で
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。
特
定
健
診
に
か
か

る
費
用
は
今
年
度
も
無
料
と
し
ま
す
。

　

前
述
の
本
事
業
団
か
ら
送
付
す
る
ガ
イ
ド

ブ
ッ
ク
に
同
封
す
る「
受
診
券（
被
扶
養
者
向

け
）」
等
を
、
加
入
者
を
経
由
し
て
、
対
象

と
な
る
被
扶
養
者
に
配
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　
「
特
定
健
康
診
査
受
診
券
」
の
有
効
期
限

は
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
（
土
）
ま
で
と

な
り
ま
す
。
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平
成
二
十
三
年
三
月
ま
で

　

平
成
二
十
三
年
三
月
ま
で
は
、
障
害
等
級

が
一
級
又
は
二
級
に
該
当
す
る
障
害
共
済
年

金
や
障
害
基
礎
年
金
（
以
下
「
障
害
給
付
」

と
い
う
）
の
受
給
権
者
が
受
給
権
を
取
得
し

た
当
時
、
生
計
維
持
関
係
の
あ
る
六
十
五
歳

未
満
の
配
偶
者
や
子
が
い
る
場
合
に
限
り
加

算
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

平
成
二
十
三
年
四
月
か
ら

　

更
に
、
平
成
二
十
三
年
四
月
か
ら
は
、
障

害
給
付
の
受
給
権
を
取
得
し
た
後
に
、
結
婚

や
子
の
出
生
な
ど
に
よ
り
、
年
金
受
給
権
者

に
よ
っ
て
生
計
維
持
関
係
の
あ
る
六
十
五
歳

未
満
の
配
偶
者
や
子
を
有
す
る
に
至
っ
た
場

合
も
加
算
の
対
象
に
な
り
ま
す
。

具
体
的
に
は
次
の
と
お
り
で
す
。

●
障
害
共
済
年
金
に
か
か
る
加
給
年
金
額

　

障
害
等
級
の
一
級
又
は
二
級
に
該
当
す
る

障
害
共
済
年
金
の
受
給
権
を
取
得
し
た
後

に
、
生
計
維
持
関
係
の
あ
る
六
十
五
歳
未
満

の
配
偶
者
を
有
す
る
に
至
っ
た
と
き
。

●
障
害
基
礎
年
金
に
か
か
る
子
の
加
算

　

障
害
基
礎
年
金
、
受
給
権
を
取
得
し
た
後

に
、
生
計
維
持
関
係
の
あ
る
子
（
※
）
を
有

す
る
に
至
っ
た
と
き
。

※
対
象
と
な
る
子
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　

•
十
八
歳
の
年
度
末
に
達
し
て
い
な
い
子

　

• 
二
十
歳
未
満
で
障
害
等
級
が
一
級
又
は

二
級
に
該
当
す
る
子

◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

　

今
回
の
改
正
は
障
害
給
付
の
受
給
権
者
に

つ
い
て
、
結
婚
や
子
の
出
生
等
に
よ
る
生
活

状
況
の
変
化
に
応
じ
た
き
め
細
や
か
な
対
応

を
図
る
観
点
か
ら
、
障
害
給
付
の
加
算
の
対

象
と
な
る
配
偶
者
や
子
の
範
囲
を
拡
大
す
る

た
め
に
講
じ
ら
れ
た
措
置
で
す
。

　

退
職
共
済
年
金
の
加
給
年
金
額
の
加
算
に

つ
い
て
は
、
従
来
ど
お
り
で
す
。

　

現
在
、
障
害
給
付
の
受
給
権
者
で
、
上
記

の
配
偶
者
又
は
右
記
の
子
が
い
る
場
合
、
二

十
三
年
四
月
よ
り
加
給
年
金
額
又
は
子
の
加

算
が
加
算
さ
れ
ま
す
。

　

障
害
共
済
年
金
の
加
給
年
金
額
の
対
象
と

な
る
配
偶
者
が
い
る
場
合
は
、
私
学
事
業
団

に
届
け
出
が
必
要
で
す
。

　

障
害
等
級
が
一
級
又
は
二
級
に
該
当
す
る

障
害
共
済
年
金
の
受
給
権
者
で
、
加
給
年
金

額
が
加
算
さ
れ
て
い
な
い
方
に
は
別
途
お
知

ら
せ
を
し
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
障
害
基
礎
年
金
に
か
か
る
子
の
加

算
の
対
象
と
な
る
子
が
い
る
場
合
に
つ
い
て

は
、
年
金
事
務
所
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

　

ま
た
、
配
偶
者
が
児
童
扶
養
手
当
を
受
給

し
て
い
る
場
合
は
、
同
一
の
子
を
対
象
と
し

た
障
害
基
礎
年
金
の
子
の
加
算
と
児
童
扶
養

手
当
の
両
方
を
受
給
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
の
で
、
年
金
事
務
所
又
は
お
住
ま
い
の
市

区
町
村
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

私
学
共
済
事
業
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://

w
w
w
.shigakukyosai.jp/

）
で
は
、
加
入

者
や
事
務
担
当
者
の
皆
様
に
役
に
立
つ
様
々

な
情
報
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

　
「
こ
ん
な
と
き
ど
う
す
る
」「
年
金
コ
ー

ナ
ー
」「
し
が
く
の
や
ど
」「
き
ょ
う
さ
い
ト

ピ
ッ
ク
ス
」等
の
コ
ン
テ
ン
ツ
が
あ
り
ま
す
。

　

共
済
業
務
ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ
か
ら
は
、
様
式

用
紙
等
の
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
や
、「
レ
タ
ー
」「
共

済
だ
よ
り
」
の
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
を
掲
載
し

て
い
る
刊
行
物
の
コ
ー
ナ
ー
、
英
文
で
の
解

説
の
ペ
ー
ジ
等
に
進
め
ま
す
。

　

こ
の
他
に
も
い
ろ
い
ろ
な
コ
ー
ナ
ー
が
あ

り
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

私
学
共
済
事
業

　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

　
　

ご
活
用
く
だ
さ
い

障
害
給
付
に
か
か
る
加
算
の

　
　
　
　

仕
組
み
が
改
正
さ
れ
ま
し
た

平
成
二
十
三
年
四
月
か
ら

　加入者（任意継続加入者も含む）の資
格喪失や被扶養者の取り消しなどに伴
い、無効となった加入者証及び加入者被
扶養者証は必ず返納してください。特に
任意継続加入者になる人への周知をお願
いします。

① 　加入者証等を紛失により返納できな
いときは「加入者証返納不能届書」を
提出してください。

② 　加入者証等の返納が確認されません
と、該当の学校法人等又は任意継続加
入者に対して「加入者証回収調査票」
をお送りしますので、ご記入のうえ返
送してください。

※ 加入者等が後期高齢者医療制度に加入
した後は、私学事業団の加入者証等は
使用できませんので、ご注意ください。

無効の加入者証等
回収と返納のお願い
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教
職
員
生
涯
福
祉
財
団
で
は
、
私
立
学
校

等
の
福
利
厚
生
担
当
者
を
対
象
と
し
て
、「
生

涯
生
活
設
計
セ
ミ
ナ
ー
」
を
文
部
科
学
省
の

後
援
の
も
と
開
催
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
セ
ミ
ナ
ー
は
、
加
入
者
の
生
涯
生
活

設
計
を
支
援
す
る
立
場
と
し
て
の
実
践
的
な

知
識
や
学
内
で
の
セ
ミ
ナ
ー
を
企
画
・
運
営

す
る
際
の
ポ
イ
ン
ト
等
を
習
得
し
て
い
た
だ

く
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
私
学
事
業
団
と
教
職
員
生
涯
福
祉

財
団
で
は
、
加
入
者
向
け
の
生
涯
生
活
設
計

セ
ミ
ナ
ー
を
共
催
し
て
い
ま
す
（
本
誌
五
月

号
に
掲
載
予
定
）。
本
セ
ミ
ナ
ー
と
あ
わ
せ
、

皆
様
の
参
加
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

◆
日
程
・
会
場

　

•
平
成
二
十
三
年
七
月
十
四
日
・
十
五
日

　
　
　

会
場　

ホ
テ
ル
ア
ウ
ィ
ー
ナ
大
阪

　

• 

平
成
二
十
三
年
七
月
二
十
一
日
・
二
十

二
日

　
　
　

会
場　

ホ
テ
ル
フ
ロ
ラ
シ
オ
ン
青
山

◆
参
加
費　

三
、
〇
〇
〇
円

◆
締
め
切
り
日　

五
月
十
六
日
（
月
）

◆
問
い
合
わ
せ
先

　

財
団
法
人　

教
職
員
生
涯
福
祉
財
団

　
　
　
　

事
業
部
「
セ
ミ
ナ
ー
担
当
」
ま
で

　

☎
〇
三
（
五
三
六
八
）
一
八
八
二

　

Ｅ
メ
ー
ル　

011@
kyosyokuinzaidan.com

コース 内　　　容 旅　行　期　間 日数 旅行代金 １人部屋
追加代金

夏　

期

Ａ-１ フランス周遊教養の旅 平成23年８月17日（水）～８月26日（金） 10 304,000円 80,000円

Ａ-２ バルト三国とサンクトペテルブルグ
周遊教養の旅（関西国際空港発着） 平成23年８月21日（日）～８月30日（火） 10 277,000円 75,000円

Ａ-３ イギリス・フランス周遊教養の旅 平成23年８月１日（月）～８月10日（水） 10 334,000円 80,000円

Ａ-４ 中欧諸国周遊教養の旅 平成23年８月16日（火）～８月25日（木） 10 287,000円 75,000円

Ａ-５ 北欧４カ国周遊教養の旅 平成23年８月10日（水）～８月19日（金） 10 354,000円 80,000円

冬　

期

Ａ-６ 南イタリア周遊教養の旅 平成23年12月29日（木）～24年１月５日（木） 8 286,000円 65,000円

Ａ-７ アンコールワットとベトナム周遊教養の旅 平成23年12月30日（金）～24年１月６日（金） 8 194,000円 50,000円

※Ａ‒２コース以外は成田空港発着です。

●参加資格
　• 加入者（任意継続加入者を含む）とその配偶者、父母、

12歳以上の子・孫
　•18歳未満の場合は成人の同行者が必要です。
●募集定員
　各コースとも30名（最少催行人員15名）
●参加申込受付期間
　夏期コース：４月20日（水）～６月３日（金）必着
　冬期コース：９月１日（木）～10月７日（金）必着

◎パンフレット・申込書のお取り寄せ先
〒163-6011　東京都新宿区西新宿6-8-1
　　　　　　住友不動産新宿オークタワー11階　
株式会社エイチ・アイ・エス　海外団体旅行営業グループ
　 「私学事業団　海外研修旅行」係
☎03（5908）3010　FAX 03（5908）3028
e-mail：tb-icg@his-world.co.jp
担当者：水

みず

野
の

、矢
や

吹
ぶき

、川
かわ

代
しろ

、鳥
とり

海
うみ

営業時間　10：00～18：00　（土・日・祝日休み）

■詳しくは海外旅行パンフレット（４月上旬配付開始）、私学共済事業ホームページをご覧ください。

フランス・シャンボール城（イメージ）

学
校
の
福
利
厚
生
担
当
者

を
対
象
と
す
る

セ
ミ
ナ
ー
の
ご
案
内

私学事業団　海外研修旅行
加入者コースの募集

見聞・視野を広げる機会として、

ぜひご参加ください

平成23年度



第 1 6 0 号平成 2 3 年 4 月 1 日

12

共
済
業
務

長期給付（年金）

福祉事業（福利厚生）

※ 他にも障害を給付事由とした障害一時金、日本国籍を有さな
い人に対する脱退一時金があります。

生涯生活設計の支援事業
教職員生涯福祉財団と共催で、退職

後を含めた生活設計に必要な知識や情報
を提供するセミナーを開催しています。
また、通信研修・講座等の割引斡旋

を行っています。

積立貯金事業
加入者の貯金を受け入れ、有利な利

率（＊）で運用を図っています。

＊半年複利で、利率は金融情勢によって
変更されます。
年利　0.60％（3月1日現在）

積立共済年金事業
拠出型企業年金保険と同様な制度で、

在職中に積み立てた積立金を原資として
退職後に年金や一時金等の給付が受けら
れます。
税制適格コース（個人年金保険料控

除の対象）と自由選択コース（一般の生
命保険料控除の対象）があります。

共済定期保険事業
スケールメリットを活かした保険料

で、在職中に死亡した場合や高度障害と
なった場合に保険金・年金等が給付され
ます。
１年更新の団体型保険制度で、家族

年金コースと学校加入コースがあり、家
族年金コースには特約に医療保障、医療
費支援、３大疾病保障及び長期休業補償
コースがあります。

保 健 事 業
特定健診・特定保健指導、人間ドッ

ク利用費用補助、郵送検診、出産祝品・
災害見舞品などの贈呈、海外研修旅行の
企画・後援、各種割引事業などを行って
います。

医 療 事 業
直営の医療施設として、東京臨海病

院を運営しており、加入者及び被扶養者
に高度で適切な医療を提供しています。

宿 泊 事 業
全国８か所のホテルガーデンパレス

（札幌・仙台・東京・名古屋・京都･大阪・
広島・福岡）と、８か所の宿泊所・保養
所（箱根・湯河原・葉山・鎌倉・金沢・
軽井沢・志賀高原・京都）を運営してい
ます。

貸 付 事 業
加入者貸付けとして、一般・教育・

結婚・災害・医療・住宅貸付があります。
学校法人等の職員住宅の購入・建設

に対する貸付けとして、特殊住宅貸付が
あります。

退職共済年金

退職後や老後の生活の安定のため、全国民共通の国民
年金（基礎年金）の上乗せとして支給されます。
　退職共済年金は、下表の年齢に応じて支給が開始され
ます。ただし、在職中は原則として支給停止されます。

障害共済年金

加入期間中の病気やケガで障害の状態になったとき
に、それに伴う稼働能力の喪失又は減少を補うために支
給されます。
加入期間中に初診日のある病気やケガにより、障害認
定日（原則初診日から1年6か月後）に障害の程度が１～
3級に該当する場合に支給されます。在職中は原則とし
て支給停止されます。

遺族共済年金

加入者が在職中又は退職後に死亡したときに、その人
の収入で生計を維持していた遺族の生活保障として支給
されます。遺族の順位は①配偶者、子、②父母、③孫、
④祖父母となっています。

　共済業務に関する電話での相談サービス
　広報相談センターと各ガーデンパレス（東京・京都を
除きます）の共済業務課では、オンライン情報をもとに、
共済業務にかかる各種相談にお受けしているほか、年金
の試算や証明書の交付なども行っています。

 受付時間 月曜日から金曜日まで
  （年末年始及び祝日を除く）
  ９：00～17：15

生年月日 退職共済年金の
支給開始年齢

昭和24年4月2日～昭和28年4月1日 60歳

昭和28年4月2日～昭和30年4月1日 61歳

昭和30年4月2日～昭和32年4月1日 62歳

昭和32年4月2日～昭和34年4月1日 63歳

昭和34年4月2日～昭和36年4月1日 64歳

昭和36年4月2日以後 65歳

共済業務の相談サービス電話番号
広報相談センター相談室 ☎03（3813）5321（代表）

共
済
業
務
課

札 幌 ガ ー デ ン パ レ ス ☎011（222）6234（直通）
仙 台 ガ ー デ ン パ レ ス ☎022（299）6231（直通）
名古屋ガーデンパレス ☎052（957）1388（直通）
大 阪 ガ ー デ ン パ レ ス ☎06（6393）9701（直通）
広 島 ガ ー デ ン パ レ ス ☎082（262）1134（直通）
福 岡 ガ ー デ ン パ レ ス ☎092（752）0651（直通）

福祉事業の詳細は「私学共
済ブック2010〔保健・宿
泊編〕」をご覧ください。な
お、2011年版は5月下旬に
「レター」5月号と一緒に送
付する予定です。



第 1 6 0 号 平成 2 3 年 4 月 1 日

13

共
済
業
務

総医療費

私学共済制度の３つの事業

【お医者さんにかかったときの一般的な例】

手続きが必要な主な給付（現金で給付されます）
病気になったとき 休業し給与が

減額されたとき
災害にあったとき

短期給付（健康保険）

私学共済制度は社会保障制度のひとつです
　私立学校に勤務する教職員は、私立学校教職員共済法
という法律により私学共済制度の加入者になることに
なっています。自分の意思で加入したり、脱退したりす
ることはできません。
　私学共済制度の財源は、学校法人等と加入者が負担す
る掛金と国等からの補助金等で成り立っています。

学校法人等

掛　金

加入者 国・自治体

補助金・交付金等

短期給付
加入者や被扶養者が病気・ケガをし

たとき、結婚・出産・死亡・休業や災
害にあったときに給付されます。
＊民間会社に勤務している人が加入す
る「健康保険」に相当するものです。

長期給付
加入していた人が高齢になったとき・

障害の状態になったとき・死亡したと
きなどに、年金や一時金が給付されます。
＊民間会社に勤務している人が加入する
「厚生年金」に相当するものです。

福祉事業
「日常生活をより豊か
に、より健康に」をテー
マに、８つの福祉事業を
行っています。

職務以外の病気や
ケガで休業したとき

出産のために休業し
たとき

家族の病気やケガ
などで休業したとき

結婚したとき

出産したとき

死亡したとき

水震火災やその他
の非常災害で死亡し
たとき

水震火災やその他
の非常災害で住居や
家財に損害を受けた
とき

窓口負担

３割７割

病院の窓口負担が一定額以上になったときは、高額療養費・一部負
担金払戻金などが支給されます。自動払いのため手続きは不要です。

病院の窓口で加入者証
を提示することにより、３
割が自己負担となります。

加入者（患者）がかかった医療費の
すべてを自己負担するのではなく、７
割は私学事業団が病院に支払います。
このことを 療養の給付  といいま

す（現物給付）。

やむを得ない理由で
加入者証を使えず、い
ったん医療費の全額を
立替払いしたとき

症状が重いため緊急
やむを得ず、医師の指
示で寝台自動車等を利
用したとき

私学事業団では、私学共済制度に加入する際、所属
学校単位に加入者番号を付番しています。
私学共済制度に関するお問い合わせの際には、加入

者証等をお手元におき、加入者番号をお伝えください
ますよう、ご協力をお願いいたします。

短期給付・長期給付の詳細
は、「私学共済ブック2009
〔給付編〕」をご覧ください。
給付編は隔年発行であり、
2011年版は10月下旬に「レ
ター」11月号と一緒に送付
する予定です。

加入者番号の例
加入者番号

記号 番号
県コード 学種 学校番号 個人番号

1 1 A 0 0 9 9 0 0 1 4 1
※加入者番号は、加入者証に記号・番号として記載されています。

私学共済事業のあらまし
新しく私学共済事務担当者になられた方へ

埋　葬　料

弔　慰　金

出　産　費

療　養　費

移　送　費

　お問い合わせの際には

家族療養費

家族移送費
家族埋葬料

家族弔慰金

家族出産費

傷病手当金

出産手当金

休業手当金

結婚手当金

災害見舞金



積立貯金の前期募集が始まります
前期申込期間　４月26日（火）～５月25日（水）

　積立貯金の新規申し込み、既加入者の積立金額変更及
び中断している積立貯金の復活を希望される場合は、申
込期間内に手続きをしてください。
◆制度のあらまし
　•利率　年0.60％（半年複利・３月１日現在）
　•積立金額単位　1,000円単位
　•積み立て方法
　　①定時積立金　毎月の給与から控除して積み立て
　　② 臨時積立金　年３回、夏期・冬期・春期の賞与等

から控除して積み立て
　　※臨時積立金のみの積み立てはできません。
　•今回の申し込みによる積み立て開始
　　６月の給与から（払込期限は７月８日（金））
◆申し込み方法（所定の用紙で申し込んでください）
　•新規加入　　　　「貯金加入申込書」
　•積立金額の変更　「積立金変更申込書」
　•積立貯金の復活　「積立中断・復活届書」
　共済事務担当者は、加入者から提出された書類を学校
単位で一括して「貯金関係書類送付内訳書」を添付のう
え、申込期間内に提出してください。
◆送付先（積立貯金書類専用）
　〒101‒8709　日本郵便神田支店私書箱第103号
　私学事業団共済事業本部　福祉部保健課貯金係

短期給付金等の受取口座に「ゆうちょ銀行」を
指定している学校法人の方へ（お願い）

　給付金等の受取口座に「ゆうちょ銀行」を指定してい
る場合、次のような事例により口座名義人相違扱いとな
り、送金できないケースが発生しています。
　ついては、通帳等を確認していただき、私学事業団へ
の届け出内容と異なっている場合は、「短期給付金・貸
付金・積立貯金受取金融機関口座等申出書」により変更
の届け出をしてください。
　なお、申出書は私学共済事業ホームページからダウン
ロードできます。
【事例】
　通帳の名義　　　　　　　学）湯島学園
　事業団への届け出済名義　学校法人湯島学園

住宅貸付平成23年度団体信用生命
保険料充当金の料率が決まりました

　平成23年度の加入者が負担する保険料充当金の料率
は、22年度と同様の１万円につき２円77銭となりました。
　団体信用生命保険に加入している借受人の所属する学
校法人等には、３月14日に個人別の保険料充当金変更通
知書（22年度末の貸付残高を基に算出した充当金額）を
送付しました。

相談員の退任及び連絡先の変更

【相談員の退任】
　平成23年３月31日付けで次の相談員が退任されました。
　熊本県　青木　周二（熊本中央高等学校）
【相談員の連絡先等の変更】
　長野県の相談員の所属学校及び連絡先電話番号が次の
とおりになりました。
　長野県　丸山　正樹（松本大学）　☎0263（48）7200（代）

　共済事業本部の代表電話がつながりにくい状態に
なっており、ご迷惑をおかけしております。特に、
月曜日や午前中は電話が大変混雑しておりますので、
ご了承ください。

共済業務

〒113 - 8441　文京区湯島1-7-5

☎03（3813）5321（代表）
ご照会の際には、学校記号番号、加入者番号を
お手元にご用意ください。
http://www.shigakukyosai.jp/

共済業務

４日（月） 貸付  送金

６日（水） 貸付  ３月分定期償還期限

８日（金） 貯金  払込期限（必着）

15日（金） 貸付  ５月２日送金申し込み・任意償還申出締め切り

20日（水） 貯金  送金

22日（金） 貸付  送金

25日（月）
貯金  払戻・解約請求締め切り
積立共済年金  脱退申出等締め切り

26日（火） 貯金  前期加入申し込み開始

28日（木）
掛金  ３月調定分口座振替（自振校のみ）
貸付  ４月分定期償還口座振替（自振校のみ）
貸付  ５月23日送金申し込み締め切り

２日（月） 掛金  ３月調定分納期限　 貸付  送金

６日（金） 貸付  ４月分定期償還期限

10日（火） 貯金  払込期限（必着）

13日（金） 貸付  ６月２日送金申し込み・任意償還申出締め切り

月の共済業務スケジュール月の共済業務スケジュール４４

月の共済業務スケジュール月の共済業務スケジュール５５
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私学事業団ホームページ　http://www.shigaku.go.jp/
（「月報私学」はホームページにも掲載しています）



経営相談のご案内

　私学経営情報センターでは、私立学校の経営の改善及
び安定に寄与するため、経営相談を実施しています。
　学園の抱える経営上の問題点について現状分析、問題
点の把握、考えられる対応策を整理してアドバイスをい
たします。
【相談内容の例】
①経営改善計画の作成支援　②管理運営、組織の活性化
③教育条件の改善　④財務の分析・比較

⑤学生生徒等の確保　⑥人事政策・人件費の見直し
⑦収入の確保、経費の節減　⑧その他の課題
　経営相談の申込書等については、３月下旬に大学・短
期大学・高等専門学校・高等学校・中等教育学校・中学校・
小学校の各学校法人理事長あてに送付しています。平成
23年度において相談を希望される場合には、必要事項を
ご記入の上、お申し込みください。

◎申込締め切り日：４月18日（月）
 私学経営情報センター　経営支援室
 ☎03（3230）7828・7831
 Ｅメール　shien@shigaku.go.jp

〒102 - 8145　千代田区富士見1-10-12

☎03（3230）1321（代表）
http://www.shigaku.go.jp/s_home.htm

助成業務

平成23年度　日本私立学校振興・共済事業団職員募集
　私学事業団では、下記のとおり平成23年度職員採用試験を行いますので関係者の方にご案内ください。
受験手続き、その他詳細については本事業団ホームページにてご確認ください。

●受 験資格…昭和57年４月２日以降生まれの者で、学
校教育法による大学の学部を卒業した者、もしく
は平成24年３月までに卒業見込みの者又は本事業
団がこれらと同等と認めた者。

●採用予定人数…３名程度
●採用予定年月日…平成24年４月１日
　　（平成23年度中に採用の場合あり）
●受験申込期間（予定）
　　平成23年３月28日（月）～４月15日（金）

●第一次試験（教養・作文）
　　平成23年５月22日（日）（予定）
　　　於…東京大学教養学部駒場キャンパス
●第二次試験（第一次試験合格者に対する面接等）
　　平成23年６月（予定）
【問い合わせ先】総務部　人事課
　　　人事第一係　☎03（3230）7884～7885
　　　人事第二係　☎03（3813）9518
　　　Eメール　jinji@shigaku.go.jp

お　見　舞　い
　このたびの東北地方及び関東地方を襲った東北地方太平洋沖地震により、亡くなられた方々に心から哀悼の意を
表しますとともに、ご遺族に謹んでお悔やみを申し上げます。また、負傷された方々や避難生活を続けておられる
方々に、心からお見舞いを申し上げます。 
　災害を受けられた学園の一日も早い復興をお祈り申し上げますとともに、事業団といたしましても全力で支援に
つとめたいと考えております。 

学校法人の災害復旧等に関するご相談

　 私学振興事業本部では、東北地方太平洋沖地震等により被害を受け
られた学校法人の皆様からのご相談をお受けするため、「災害対策相談
窓口」を設けましたので、ご利用ください。
問い合わせ先（私学振興事業本部）
■ 融資に関するご相談
　融資課
　☎03（3230）7868～7870
　Ｅメール  yushi@shigaku.go.jp

■ その他全般のご相談
　私学経営情報センター
　☎03（3230）7838～7839
　Ｅメール  center@shigaku.go.jp

被災された加入者等の共済
業務に関するお問い合わせ

　共済業務関係の対応につきまして
は、別途、学校法人代表者あて通知
文及びホームページに掲載いたしま
したが、何かございましたら共済事
業本部までお問い合わせください。
問い合わせ先（共済事業本部）
　☎03（3813）5321（代表）
　Ｅメール   kyosai.saigaitaisaku@
　　　　　  tcn-catv.ne.jp

第 1 6 0 号 平成 2 3 年 4 月 1 日

15

I N F O R M A T I O N



第 1 6 0 号平成 2 3 年 4 月 1 日

16

月報私学　4月号（VOL．160）平成23年4月1日発行
編集・発行　日本私立学校振興・共済事業団　〒102-8145　東京都千代田区富士見1-10-12　☎03（3230）7810・7811（企画室）

（禁無断転載） 

宿泊施設のご案内宿泊施設のご案内

融資事業のご案内融資事業のご案内

月今 の 表 紙

インターネットで宿泊予約ができます。
http://www.shigakukyosai.jp/
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　閑静な住宅街にある本校は、高校が昨年創立50周年を迎え、これを機に新校舎が完成しました。人と人のつながりを大切
にし、環境への優しさにも配慮した明るいキャンパスには、「努力の上に花が咲く」という学園祖中村ハル先生の教えのもと、
勉学に部活に生徒の笑顔が広がっています。

中村学園女子中学校・高等学校

問い合わせ先
（私学振興事業本部）

融資部　融資課　☎03（3230）7862～7867
Ｅメール yushi＠shigaku.go.jpご相談はお早目にどうぞ

平成23年度融資のご相談、お待ちしています！

校舎、園舎等の施設の建築
（改修も含みます）

校地、園地の購入

機器備品の購入

私学事業団融資は、
長期借入・固定金利・元金措置（最大２年
間）・元金均等償還です。

施設整備計画をご計画なら「安心で、安定
感のある」本事業団資金のご利用を検討さ
れてはいかがでしょうか。
　23年度融資のご希望については、現在受
付中です。

東京スカイツリー®が634メートルに到達

〒113-0034　東京都文京区湯島1-7-5　（JR「御茶ノ水」駅下車、徒歩５分）
☎03（3813）6211（代表）　☎03（3813）6290（宿泊予約）
http://www.hotelgp-tokyo.com

　東京の新名所「東京スカイツリー」が、完成時の高さと同じ
634メートルに到達します。正式開業は来年春ですが、一足早
く見学されてはいかがでしょうか。５月には神田祭と浅草三社
祭が行われます。
　東京ガーデンパレスを拠点にして、ぜひご見学ください。

ビジネスプラン

　その他にもお得なプランがございます。詳しくはお問い
合わせください。

※休前日・特定日を除く

１泊朝食　１名様　8,500円

■融資金利表（平成23年４月１日現在）

融資費目
返済期間

20年以内
（うち据置２年）

10年以内
（据置年数含む）

６年以内
（据置年数含む）

【一般施設費】
　　 校(園)舎、体育館、講堂、遊

戯室等の建築事業等並びに校
(園)地の買収事業等

年％ 年％ 年％

1.9 1.2 0.9
【特別施設費】
　　 寄宿舎、国際交流会館、セミ

ナーハウス等の建築事業並び
に当該施設建築のための土地
買収事業等

2.0 1.3 ―

【教育環境整備費】
　　校教具、通園バス等の購入
　　 ※幼稚園、特別支援学校、専

修学校が対象
― ―

5年6か月以内
（うち据置6か月）

0.8
【教育環境整備費】
　　 大型設備・情報技術整備等 ― 1.2 ―
※融資金利は毎月の金利情勢により変更することがあります。
※上記費目以外にも災害復旧事業、公害対策事業等が対象となります。


